
「不当要求防止責任者講習」の開催について(お知らせ) 

このたび、三重県行政書士会主催により、暴力団員による不当な行為の防止等に関 

する法律第１４条の規定に基づき、みだしの講習を下記のとおり開催いたします。 

本講習を受講されますと、三重県公安委員会より受講修了書が交付されます 

なお、三重県、桑名市、伊賀市及び菰野町で総合評価方式（建設工事）において本講

習受講実績が評価項目となりました。 

つきましては、業種にかかわらず、ぜひ多くの皆様にご参加いただきた

くご案内申し上げます。 

 

１．日 時  令和８年２月１８日（水）午後１時３０分〜午後４時３０分 

（受付：午後１時００分〜） 

２．場 所  くわなメディアライヴ 多目的ホール 

３．内 容  暴対法第１４条に基づく不当要求防止責任者講習 

４．講 師  公益財団法人 暴力追放三重県民センター、三重県警察、 

三重弁護士会による各講師 

５．参加費  無 料 

６．主 催  三重県行政書士会 暴力団等排除対策委員会 

 

申込み方法 

別紙「責任者選任届出書」に記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、三重県行政書

士会事務局宛てＦＡＸまたはメールにてお申込みください。届出書の到着をもって申

込みと代えさせていただきます。 

なお、届出書の原本は研修会(講習会)当日に必ずご持参いただきますようお願いい

たします。 

 

事務局ＦＡＸ：０５９－２２６－４７０７

事務局メール：info@mie-gyoseisyoshi.jp 

締 切 日：令和８年２月６日（金） 
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